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●
行
政
改
革
に
取
り
組
ん
で
行
き
ま
す

　
「
本
庄
市
行
政
改
革
大
綱
」
の
策
定
に

あ
た
っ
て
は
、
市
長
か
ら
本
庄
市
行
政

改
革
審
議
会
（
市
議
会
議
員
１
名
、
識
見

を
有
す
る
人
８
名
、
公
募
に
よ
る
市
民
３

名
、
合
計
12
名
で
構
成
）
に
諮
問
を
行
い
、

審
議
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
審
議
会
か
ら
の
答
申
を
受

け
、
市
で
は
、「
本
庄
市
行
政
改
革
大
綱
」

を
策
定
し
、
あ
わ
せ
て
行
政
改
革
推
進
に

向
け
て
、
そ
の
具
体
的
な
取
り
組
み
を
示

し
た「
本
庄
市
行
政
改
革
大
綱
実
施
計
画
」

も
策
定
し
ま
し
た
。
行
政
改
革
大
綱
お
よ

び
実
施
計
画
で
は
、
平
成
19
年
度
か
ら
平

成
23
年
度
ま
で
の
５
年
間
を
計
画
期
間
と

し
て
位
置
づ
け
、
さ
ら
な
る
行
政
改
革
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

地
方
分
権
の
推
進
に
よ
る
権
限
や
財
源
の
動
向
、

行
政
需
要
の
変
化
な
ど
を
勘
案
し
、
時
代
の
要
請
に

柔
軟
に
対
応
し
た
活
力
あ
る
組
織
を
構
築
し
ま
す
。

ま
た
、
新
た
な
行
政
課
題
に
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応

で
き
る
職
員
の
育
成
を
目
指
し
ま
す
。

④
時
代
に
即
し
た
組
織
改
革
と
人
材
育
成

　

自
主
財
源
の
確
保
と
歳
出
の
節
減
合
理
化
な
ど
、

歳
入
歳
出
の
両
面
か
ら
財
政
構
造
を
見
直
し
、
財
政

の
健
全
性
確
保
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
、
市
政

の
持
続
的
発
展
を
支
え
る
財
政
基
盤
を
確
立
し
て
い

き
ま
す
。

③
自
主
性･

自
立
性
の
高
い
財
政
運
営
の
確
立

　

限
ら
れ
た
人
的
資
源
や
財
源
の
中
で
、
新
た
な
行

政
需
要
や
多
様
化
す
る
市
民
ニ
ー
ズ
に
柔
軟
に
対
応

す
る
た
め
、
事
務
事
業
全
般
に
わ
た
り
、
行
政
と
民

間
の
役
割
分
担
の
あ
り
方
、
受
益
と
負
担
の
適
正
・

公
平
の
確
保
、
費
用
対
効
果
な
ど
、
様
々
な
視
点
か

ら
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

②
効
率
的･

効
果
的
な
行
政
経
営
の
推
進

　

市
民
に
対
し
て
市
政
の
情
報
を
正
確
か
つ
確
実
に

伝
え
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
と
の
情
報
の
共
有
化
を

図
る
と
と
も
に
、
市
民
の
行
政
参
加
機
会
の
創
出
、

地
域
の
団
体
な
ど
の
育
成
支
援
を
行
い
、
市
民
と
行

政
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
生
か
し
た
協
働
に
よ
る
ま

ち
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

①
市
民
と
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

　行政改革をより効果的に進めるために、本庄市行政
改革大綱においては、次の４つの項目を行政改革の重
点目標として定めました。

本庄市行政改革大綱本庄市行政改革大綱

行
政
改
革
と
は
、
最
小
限
の
予
算
で
最
大
の
効
果

を
挙
げ
る
な
ど
、
無
駄
の
な
い
効
率
的
な
行
政
を

実
現
す
る
た
め
、
市
の
組
織
や
機
構
、
仕
事
の
内

容
や
進
め
方
な
ど
を
根
本
的
に
見
直
し
改
め
る
こ

と
で
す
。
こ
の
た
び
、
よ
り
一
層
の
行
政
改
革
を

推
進
し
て
い
く
た
め
の
指
針
と
な
る
「
本
庄
市
行

政
改
革
大
綱
」
を
策
定
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
あ

ら
ま
し
を
紹
介
し
ま
す
。

行
政
改
革
大
綱
が

　
　
　

ま
と
ま
り
ま
し
た

行
政
改
革
大
綱
が

　
　
　

ま
と
ま
り
ま
し
た

行
政
改
革
大
綱
が

　
　
　

ま
と
ま
り
ま
し
た

効
率
的
な
行
政
の
実
現
を
目
指
し
て
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○
実
施
体
制

　

今
後
、
行
政
改
革
は
市
長
を
本

部
長
と
す
る
庁
内
組
織
で
あ
る

「
行
政
改
革
推
進
本
部
」
を
中
心

に
全
職
員
が
積
極
的
に
計
画
を
推

進
し
ま
す
。
ま
た
、
進
捗
状
況
を

「
行
政
改
革
審
議
会
」
に
報
告
し
、

そ
の
助
言
を
得
て
進
め
て
い
き
ま

す
。

○
進
行
管
理

　

推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
計
画
策

定
（Plan

）

⇐

実
施
（D

o

）

⇐

検

証
・
評
価
（Check

）

⇐

見
直
し

（A
ction

）
を
サ
イ
ク
ル
と
し
た

進
行
管
理
を
行
い
、
不
断
の
点
検

を
行
い
ま
す
。

○
成
果
の
公
表

　

進
捗
状
況
と
成
果
は
、
各
年
度

末
を
も
っ
て
と
り
ま
と
め
、
翌
年

度
当
初
の
で
き
る
だ
け
早
い
時
期

に
、
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

よ
り
わ
か
り
や
す
い
形
で
公
表
し

ま
す
。

※
「
本
庄
市
行
政
改
革
大
綱
」
お

よ
び
「
本
庄
市
行
政
改
革
大
綱
実

施
計
画
」
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
企

画
財
政
部
企
画
課
、
総
合
支
所
総

務
課
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

★
企
画
課
☎
㉕
１
１
５
７

推
進
体
制
に
つ
い
て

　本庄市行政改革大綱における４つの重点目標
を達成するために、79からなる具体的な取り
組みを定めました。主な内容を紹介します。

本庄市行政改革大綱実施計画

市の基本的な政策や計画の策定にあたり、より多
くの市民から意見をいただくため、策定過程にお
ける情報の公表による意見公募制度（パブリック
コメント制度）を推進します。

パブリックコメント制度の推進

市税、介護保険料、保育料、市営住宅使用料など、
それぞれに収納の目標を設定し、滞納が生じた場
合には「早期着手・早期収納」を徹底し、収納率
の向上を図ります。

市税などの収納率の向上

事務事業について行政評価を行い、事業の成果を
検証し、事務事業の継続的改善を図ります。

行政評価による事務事業の見直し

公の施設の管理運営において、市民サービス向上
と管理経費の縮減を目的に創設された指定管理者
制度の活用を図っていきます。

指定管理者制度の推進

インターネットを利用した各種申請の受付（電子
申請）や電子入札などを導入し、市民サービスの
向上と事務の簡素化・効率化を図ります。

行政手続きのオンライン化促進

バランスシートや行政コスト計算書などの財務諸
表の充実により、財政の効率化・適正化を図り、
また、それを公表することにより、財政の透明性
を高めます。

財政状況の公表

社会情勢や市民ニーズに対応できるスリムな組織
を目指し、組織の新設にあたっては、同等の組織
を廃止するなど、部や課の数を増やさないことを
前提に組織を編成していきます。

組織機構のスリム化

事務事業の整理、民間委託などの推進を図りなが
ら、計画的な定員管理を行います。平成18年度の
職員数588人を基準として、平成23年度までに47
人の減員（増減率▲7.99％）を目標とします。

定員適正化計画の推進

職員の勤務態度、実績、能力などをより適正に評
価し、それを昇給・昇格などに反映する人事評価
の確立を目指します。

人事評価の確立

本庄市行政改革大綱実施計画


